本部－帳－本事1001-3
（出生時）育児・介護休業取扱通知書

　　　　　　　　　　　　　　殿
　　年　　月　　日
　　公益社団法人石川勤労者医療協会
　　事業所　　　　　　　　　　　　

あなたから　　　　年　　月　　日に（出生時）育児・介護休業の
〔申出・期間変更の申出・申出の撤回〕がありました。　出産・育児休業・子の看護休暇規定に基づき、その取扱いを下記のとおり通知します（ただし、期間の変更の申出及び出生時育児休業中の就業日があった場合には下記の事項の若干の変更があり得ます。）。

記
	1　休業の期間等

	(1)適正な申出がされていましたので申出どおり　　　　年　　月　　日　から　　　　年　月　　日まで（出生時育児・育児・介護）休業してください。
職場復帰予定日は、　　　　　年　　月　　　日です。

(2)申し出た期日が遅かったので休業を開始する日を　 年　　月　　日にしてください。

(3)あなたは以下の理由により休業の対象者でないので休業することはできません。



(4)あなたが　　　　年　　月　　日にした休業申出は撤回されました。

(5)（介護休業の場合のみ）申出に係る対象家族について介護休業は通算して1年です。


	2　休業期間中の取扱い等

	(1）休業期間中については給与を支払いません。

(2）あなたの（（出生時）育児休業のうち免除対象者）社会保険料は免除されます。
　　介護休業中の社会保険料は法人規定によります。

(3)住民税・慰労金掛金・生命保険料等、毎月天引きされていた金額については
休業を開始することにより、　　月からは給与から天引きができなくなりますので、
毎月事業所から請求書を送付します。
指定された日までに振り込むか、事業所に持参してください。


	3　その他

	(1）育児休業期間を変更する場合は、早急に休業期間変更申出書を提出して下さい。

(2)お子さんを養育しなくなる、家族を介護しなくなる等あなたの休業に重大な変更をもたらす事由が発生したときは、なるべくその日に事業所あて電話連絡をしてください。この場合の休業終了後の出勤日については、事由発生後2週間以内の日を会社と話し合って決定していただきます。 

(3）休業期間中についても会社の福利厚生制度を利用することができます。







